
学校法人会計基準
（事業活動収支計算書の内容）
第二十三条 事業活動収支計算書は、当該会計年度の次に掲げる活動に対応する事業活動

収入及び事業活動支出の内容を明瞭に表示するとともに、当該会計年度において第十
二条及び第十三条の規定により基本金に組み入れる額（以下「基本金組入額」という。）
を控除した当該会計年度の諸活動に対応する全ての事業活動収入及び事業活動支出の
均衡の状態を明瞭に表示するものとする。
一 教育活動
二 教育活動以外の経常的な活動
三 前二号に掲げる活動以外の活動

（事業活動収支計算の方法）
第二十四条 事業活動収入の計算は、当該会計年度の学校法人の負債とならない収入につ

いて行うものとする。
２ 事業活動支出の計算は、当該会計年度において消費する資産の取得価額及び当該会
計年度における用役の対価に基づいて行うものとする。

３ 事業活動収支計算は、前条各号に掲げる活動ごとに、前二項の規定により計算した
事業活動収入と事業活動支出を対照して行うとともに、事業活動収入の額から事業活
動支出の額を控除し、その残額から基本金組入額を控除して行うものとする。

（勘定科目）
第二十五条 学校法人は、この節の規定の趣旨に沿つて事業活動収支計算書を作成するた

め必要な勘定科目を設定するものとする。
（事業活動収支計算書の記載方法）
第二十六条 事業活動収支計算書には、第二十三条各号に掲げる活動ごとに事業活動収入

の部及び事業活動支出の部を設け、事業活動収入又は事業活動支出の科目ごとに当該
会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。

（事業活動収支計算書の記載科目）
第二十七条 事業活動収支計算書に記載する科目は、別表第二のとおりとする。
（事業活動収支計算書の様式）
第三十一条 事業活動収支計算書の様式は、第二号様式のとおりとする



旧学校法人会計基準
（事業活動収支計算の目的）
第十五条 学校法人は、毎会計年度、当該会計年度の次に掲げる活動に対応する事業活動

収入及び事業活動支出の内容を明らかにするとともに、当該会計年度において第二十
九条及び第三十条の規定により基本金に組み入れる額（以下「基本金組入額」という。）
を控除した当該会計年度の諸活動に対応する全ての事業活動収入及び事業活動支出の
均衡の状態を明らかにするため、事業活動収支計算を行うものとする。
一 教育活動
二 教育活動以外の経常的な活動
三 前二号に掲げる活動以外の活動

（事業活動収支計算の方法）
第十六条 事業活動収入は、当該会計年度の学校法人の負債とならない収入を計算するも

のとする。
２ 事業活動支出は、当該会計年度において消費する資産の取得価額及び当該会計年度
における用役の対価に基づいて計算するものとする。

３ 事業活動収支計算は、前条各号に掲げる活動ごとに、前二項の規定により計算した
事業活動収入と事業活動支出を対照して行うとともに、事業活動収入の額から事業活
動支出の額を控除し、その残額から基本金組入額を控除して行うものとする。

（勘定科目）
第十七条 学校法人は、この章の規定の趣旨に沿つて事業活動収支計算を行うため必要な

勘定科目を設定するものとする。
（事業活動収支計算書の記載方法）
第十八条 事業活動収支計算書には、第十五条各号に掲げる活動ごとに事業活動収入の部

及び事業活動支出の部を設け、事業活動収入又は事業活動支出の科目ごとに当該会計
年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。

（事業活動収支計算書の記載科目）
第十九条 事業活動収支計算書に記載する科目は、別表第二のとおりとする。
（事業活動収支計算書の様式）
第二十三条 事業活動収支計算書の様式は、第五号様式のとおりとする。


